
危険性又は有害性等の調査等に関する指針 

10 

1　趣旨等 
　生産工程の多様化・複雑化が進展するとともに、新たな機械設備・化学物質が導入されていること等
により、労働災害の原因が多様化し、その把握が困難になっている。 
　このような現状において、事業場の安全衛生水準の向上を図っていくため、労働安全衛生法（昭和
47 年法律第 57 号。以下「法」という。）第 28 条の 2第 1 項において、労働安全衛生関係法令に規定
される最低基準としての危害防止基準を遵守するだけでなく、事業者が自主的に個々の事業場の建設物、
設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等
の調査（以下単に「調査」という。）を実施し、その結果に基づいて労働者の危険又は健康障害を防止
するため必要な措置を講ずることが事業者の努力義務として規定されたところである。 
　本指針は、法第 28条の 2第 2項の規定に基づき、当該措置が各事業場において適切かつ有効に実施
されるよう、その基本的な考え方及び実施事項について定め、事業者による自主的な安全衛生活動への
取組を促進することを目的とするものである。 
　また、本指針を踏まえ、特定の危険性又は有害性の種類等に関する詳細な指針が別途策定されるもの
とする。詳細な指針には、「化学物質等による労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置に
関する指針」、機械安全に関して厚生労働省労働基準局長の定めるものが含まれる。 
　なお、本指針は、「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」（平成 11年労働省告示第 53号）
に定める危険性又は有害性等の調査及び実施事項の特定の具体的実施事項としても位置付けられるもの
である。 

2　適用 
　本指針は、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因す
る危険性又は有害性（以下単に「危険性又は有害性」という。）であって、労働者の就業に係る全ての
ものを対象とする。 

3　実施内容 
　事業者は、調査及びその結果に基づく措置（以下「調査等」という。）として、次に掲げる事項を実
施するものとする。 
　（1）労働者の就業に係る危険性又は有害性の特定 
　（2）（1）により特定された危険性又は有害性によって生ずるおそれのある負傷又は疾病の重篤度及び

発生する可能性の度合（以下「リスク」という。）の見積り 
　（3）（2）の見積りに基づくリスクを低減するための優先度の設定及びリスクを低減するための措置（以

下「リスク低減措置」という。）内容の検討 
　（4）（3）の優先度に対応したリスク低減措置の実施 

4　実施体制等 
　（1）事業者は、次に掲げる体制で調査等を実施するものとする。 
　　ア　総括安全衛生管理者等、事業の実施を統括管理する者（事業場トップ）に調査等の実施を統括

管理させること。 
　　イ　事業場の安全管理者、衛生管理者等に調査等の実施を管理させること。 
　　ウ　安全衛生委員会等（安全衛生委員会、安全委員会又は衛生委員会をいう。）の活用等を通じ、労

働者を参画させること。 
　　エ　調査等の実施に当たっては、作業内容を詳しく把握している職長等に危険性又は有害性の特定、

リスクの見積り、リスク低減措置の検討を行わせるように努めること。 
　　オ　機械設備等に係る調査等の実施に当たっては、当該機械設備等に専門的な知識を有する者を参

画させるように努めること。 
　（2）事業者は、（1）で定める者に対し、調査等を実施するために必要な教育を実施するものとする。 

5　実施時期 
　（1）事業者は、次のアからオまでに掲げる作業等の時期に調査等を行うものとする。 
　　ア　建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。 
　　イ　設備を新規に採用し、又は変更するとき。 
　　ウ　原材料を新規に採用し、又は変更するとき。 
　　エ　作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。 
　　オ　その他、次に掲げる場合等、事業場におけるリスクに変化が生じ、又は生ずるおそれのあるとき。 
 


